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■10～12月期は＋2.8％成長 
15年 10～12月期の実質 GDPは前年同期比

＋2.8％と 7～9月期（同＋2.9％）からほぼ横ば
いとなった（右上図）。この結果、15 年通年で
は前年比＋2.8％となり、政治混乱が影響した
14年（同＋0.8％）から持ち直した。 

10～12月期の需要項目別寄与度をみると、民
間消費が＋1.3％ポイント（7～9月期：＋1.0％
ポイント）、政府消費が＋0.8％ポイント（同＋
0.4％ポイント）、総固定資本形成が＋2.2％ポイ
ント（同▲0.7％ポイント）、在庫投資が＋0.4％
ポイント（同▲0.5％ポイント）、輸出が▲2.5％
ポイント（同＋1.2％ポイント）、輸入が＋0.8％
ポイント（同＋1.7％ポイント）と、内需の拡大がけん引役となったものの、輸出の減少が成長率
を下押しした。 
内需では、とりわけ、公共事業の拡大を受け総固定資本形成が大きく伸長した。この背景には、

16年度予算（会計年度：15年 10月～16年 9月）で公共事業向け予算が含まれる投資的支出が
前年度比＋21.1％に増額されたことに加え、政府が予算執行を前倒ししていることがあげられる。
一方、輸出は、景気減速が続く中国や EU、日本向けで減少した。 
先行きを展望すると、世界経済の回復ペースが緩慢にとどまるなか、輸出は力強さを欠く展開

を余儀なくされよう。その一方で、内需はインフラ関連プロジェクトの本格化や政府の景気対策

効果の発現などから、堅調に推移すると予想され、総じてみれば、景気は緩やかな回復基調をた

どると見込まれる。 
 
■新憲法起草委員会が第一次憲法草案を発表 
政治面では、1月 29日に国軍が主導

する治安当局の顧問で法律家のミーチ

ャイ氏が委員長を務める新憲法起草委

員会が第一次憲法草案を発表した（右

下表）。新草案では、下院議員の選出方

法が選挙区制と比例代表制を並立させ

る方法となるほか、各政党は議員立候

補者か否かにかかわらず首相候補を 3
人公表することが義務付けられた。ま

た、上院議員は一般の選挙によらずに官界、経済界、学者などから代表を選ぶ形式とされた。今

後、起草委員会はさまざまな方面からの修正案を受け入れるとしており、3 月末の最終草案策定
に向け、さまざまな議論が予想される。一方で、プラユット首相は 17 年 7 月の総選挙実施を見
込んでいるのに対し、起草委員会は憲法公布後に 8カ月かけて憲法付属法などを策定するとして
おり、民政移管へ向けたスケジュールに不透明感が高まっている。 
いかに混乱なく民政移管へのプロセスを進めることができるか、引き続き、今後の動向が注目

される。 
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2015年の成長率は＋2.8％に回復 
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＜実質GDP成長率と需要項目別寄与度＞
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（年/期）（出所）国家経済社会開発庁を基に日本総研作成

9月 ・6日、改革評議会、新憲法草案否決

10月 ・5日、新憲法起草委員会に21人を任命。委員長は国軍が主導する治安当局顧問の法律家ミーチャイ氏が就任。
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（出所）各種報道を基に日本総研作成

16年

・29日、新憲法起草委員会が新憲法の一次草案を公表

2月
・15日、国家平和秩序維持団、内閣、国家立法議会、国家改革推進会議が、新憲法起草委員会に修正項目を提出

・17日、選挙委員会が国民投票を7月31日に実施することを決定

・新々憲法起草委員会が草案を策定

                  or

・97年憲法や07年憲法を微修正のうえ公布

8月頃

・新憲法公布

・可及的速やかに、憲法付属法を制定

8月頃

・新憲法公布

・8ヵ月かけて、憲法付属法を制定

・29日までに新憲法起草委員会、最終草案を策定

・31日、国民投票実施

否決された場合 可決された場合① 可決された場合②

＜最近の民政移管へ向けた動き＞

時期 主な内容

15年

17年
・民政移管へ向けた総選挙 ・民政移管へ向けた総選挙 ・民政移管へ向けた総選挙

・民政移管。新政権発足。 ・民政移管。新政権発足。 ・民政移管。新政権発足。
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